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子ども医療費受給者証の更新について
対象となる人には案内通知を送ります

児童扶養手当についてのご案内
現況届の提出をお忘れなく

●児童扶養手当とは
　⚑⚘歳になってから最初の３月⚓⚑日までの児童または、
⚒⚐歳未満で障がいの状態にある児童を扶養している母
子、父子家庭などで、一定の条件を満たした人に支給
する手当です。
対象　下記のいずれかに該当する児童を養育している
父、母または養育者
　①父母が婚姻を解消
　②父もしくは母が死亡（遺族年金を受けられないとき）
　③父もしくは母が重度の障がいを有する
　④父もしくは母の生死が３カ月以上不明
　⑤父もしくは母が児童と同居せず扶養義務、監護義
　　務を全く放棄している状態が一年以上継続
　⑥ＤＶ防止法の規定による命令（保護命令）を受けている
　⑦父もしくは母が1年以上拘禁
　⑧婚姻によらないで出生
支給額　父、母、または養育者、および同居の扶養親
族の所得に応じて決定。
　▶児童１人目：ᾇ全部支給…月額⚔⚑,⚐⚒⚐円ᾈ一部
支給…月額⚔⚑,⚐⚑⚐円～⚙,⚖⚘⚐円までの間の⚑⚐円きざ
みの額▶児童２人目：⚕,⚐⚐⚐円▶３人目以降：１人
につき⚓,⚐⚐⚐円が手当額に加算※なお父、母、また

は養育者、および同居の扶養親族の所得が、限度額
を超えた場合は、支給額は０円となります。
●現況届の提出をお忘れなく
　現在、児童扶養手当を受給している人や受給資格の
ある人には、８月上旬に現況届に関する案内通知を送
りますので、なるべく集中受付期間中に手続きをして
ください。
集中受付期間　▶８月８日 ・⚑⚒日 ～⚑⚔日 午前９
時～正午、午後１時～５時▶９日午前９時～正午

集中受付会場　市役所本館第２会議室※９日のみ市役
所本館２階子育て支援課

　上記期間中に都合がつかない場合は、８月⚒⚙日 ま
でに、子育て支援課の窓口で手続きしてください。
現況届を提出しないと、受給資格があっても手当は
支給されません。

児童扶養手当を振り込みます

対象　６月末現在の受給者
振込日　８月８日 
対象期間　４月分から７月分まで
問合せ　子育て支援課（緯⚙⚘⚓－⚒⚗⚑⚒）

子ども医療費受給者証を更新します

　子ども医療費受給者証が⚑⚐月１日 付けで更新とな
ります。対象となる人には、８月中旬に案内通知を送
りますので、更新申請を行ってください。
更新対象　中学校３年生以下の子どもをもつ保護者で、
児童手当の記録などで必要事項が確認できない人
※必要事項が確認できる人は、受給者証を自動更新し、
新しい受給者証を９月下旬までに発送します。
持ち物　▶印鑑（スタンプ式は不可）▶対象者に郵送
される「子ども医療費受給者証交付申請書」（記入
して持参）▶子どもおよび主な生計維持者が記載さ
れている健康保険証のコピー（保険証は必ずコピー
したもの、子どもと主な生計維持者の保険証が異な
る場合は両方のコピー）▶平成⚒⚖年１月１日現在の
住所が三島市になかった人は、主な生計維持者の

「平成⚒⚖年度所得（課税）証明書」が必要（平成⚒⚖
年１月１日に居住していた市町村で取得）※郵送で
の受け付けも可能。

集中受付期間　８月⚑⚘日 ～⚒⚓日午前８時⚓⚐分～午
後５時⚑⚕分※⚒⚓日は午前９時～正午
※期間後も随時受け付けしますが、受給者証の交付が
⚑⚐月１日以降になる場合があります。
受付場所・問合せ　市役所本館２階子育て支援課（緯
⚙⚘⚓－⚒⚗⚑⚒）

子育てコンシェルジュが毎月ボイス・キューで生放送
　４月から『ぬくもり・ひだまり・こどものまわ
り』の番組の中で子育てワンポイントアドバイスを
ボイス・キュー（FM⚗⚗.⚗MHｚ）で放送中です。
とき　毎月第２水曜日午後０時⚔⚕分～⚕⚓分
内容　季節に応じた育児、悩みなどへの対応
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　保険料の納め方

平成⚒⚖年度後期高齢者医療制度の保険料について
皆さんの保険料によって支えられています

　平成⚒⚖年度の後期高齢者医療保険料は、平成⚒⚕年中の所得に基づき、８月に決定します。
保険料は個人単位で計算し､均等割額と所得割額の合計となります。（限度額：⚕⚗万円）

　保険料の軽減について
　所得が一定基準以下の人は、世帯の所得に応じて次のとおり軽減されます。

　保険料の納付方法は、法令により原則として年金（年額⚑⚘万円以上の人）からの差し引き（特別徴収）となりま
す。対象の年金額（注）が年額⚑⚘万円未満の人や、介護保険料が三島市で特別徴収されていない人、介護保険料との合
算額が年金額（注）の２分の１を超える人は、納付書や口座振替などにより納めます。（普通徴収）

　また、後期高齢者医療保険に入る前に社会保険（健康保険組合や共済組合など）の被扶養者となっていた人は後
期高齢者医療保険に加入してから当分の間、前年の所得の有無にかかわらず、均等割額が９割軽減され、所得割額
はかかりません。※これまで国民健康保険を使っていた人は、この軽減措置には該当しません。

以下のすべてに該当する。
①年金額（注）が年額⚑⚘万円以上
②介護保険料が三島市で特別徴収されている
③介護保険料との合計が年金額（注）の２分の１以下

特別徴収
年６回の公的年金支給日に保険
料が差し引かれます。※前年度
中に特別徴収が止まった人や、今
年の２月以降に三島市で資格を
取得した人は特別徴収が始まる
までの間は普通徴収となります。

普通徴収　　納付書や口座振替などで納めます。
※１年間の保険料を、毎年８月から3月までの8回に分けて納めます。※これまで国民健康保険税を口座振替
で納付していた人でも、改めて後期高齢者医療保険料での口座登録が必要となります。

※前年度と納付方法が変わる場合がありますので、８月中旬に届く通知書で必ず納付方法を確認してください。
（注）複数の年金を受給されている人は、優先される年金で判定されます。
問合せ　保険年金課（緯⚙⚘⚓－⚒⚗⚑⚐）

いいえ

はい

＝ ＋
保険料
限度額
⚕⚗万円（　　　）

均等割額
⚓⚘,⚕⚐⚐円

所得割額
前年の総所得金額等－⚓⚓万円
（旧ただし書き所得）

×
⚗.⚕⚗％

軽減の割合世帯主およびすべての被保険者の総所得金額等の合計

2割（⚓⚓万円＋⚔⚕万円×世帯の被保険者数）以下のとき

5割（⚓⚓万円＋⚒⚔万５千円×世帯の被保険者数）以下のとき

８.５ 割　⚓⚓万円以下のとき

9割かつ、同じ世帯の被保険者全員が年金収入⚘⚐万円以下で、
その他各種所得がない場合

〈均等割額〉

軽減の割合（被保険者本人の所得
－⚓⚓万円）の額

５割⚕⚘万円以下

〈所得割額〉


